
香川県大阪・関西万博推進協議会規約 

 

 （名称） 

第１条 本会は、香川県大阪・関西万博推進協議会（以下「推進協議会」という。）と

称する。 

 

 （目的） 

第２条 2025 年日本国際博覧会（以下「大阪・関西万博」という。）に向けて、県、市

町及び関係団体が相互の取組みに係る情報や計画を共有しながら連携し、意見交換

や共同立案を行うことで一体的な取組みを推進することを目的とする。 

 

 （所掌事務） 

第３条 推進協議会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を所掌する。 

 (１) 大阪・関西万博を契機とした情報発信や交流拡大に関すること 

 (２) 大阪・関西万博に向けた香川県の機運醸成に関すること 

 (３) その他、推進協議会の目的を達成するために必要なこと 

 

 （組織） 

第４条 推進協議会は、会長、副会長及び会員（以下「会員等」という。）で構成し、

別表に掲げる職にある者をもって充てる。 

 

 （役員の職務） 

第５条 会長は、推進協議会を代表し、会務を統括する。 

２ 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。 

 

 （会議） 

第６条 推進協議会の会議（以下「総会」という。）は、会長が招集し、その議長とな

る。 

２ 会長以外の会員等は、やむを得ない理由により総会に出席できないときは、代理人

を出席させることができる。 

３ 会長は、必要があると認めるときは、会員以外の者に総会への出席を求めることが

できる。 

４ 総会は、原則として公開により行うものとする。ただし、次の各号のいずれかに該

当する場合であって、総会が会議の全部または一部を公開しない旨を決定したとき

は、この限りでない。 

 （１） 香川県情報公開条例（平成 12 年条例第 54 条）第７条各号に定める情報に該

当すると認められる事項について審議等を行う場合 

 

資料２ 



 （２） 公開することにより、公正かつ円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的が

達成できなくなると認められる場合 

 

 （事務局） 

第７条 推進協議会の事務局は、香川県政策部政策課に置く。 

２ 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が定める。 

 

 （解散） 

第８条 推進協議会は、その目的が達成されたときに解散する。 

 

 （雑則） 

第９条 この規約に定めるもののほか、推進協議会の組織及び運営に関し必要な事項

は、会長が別に定める。 

 

  附 則 

 この規約は、令和５年９月６日から施行する。 
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